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 マスコミは新景観政策をどのように伝えたかを振

り返るため，審議会が中間答申を行った 2006(平

成 18)年 3 月以降の新聞記事を整理し，分析す

る。記事は大きく３つに分類できる。 

 １つは，行政や審議会が公表した内容をもとに，

その概要を伝え，識者や関係者のコメントを加え

るというものである。 

 10 回にわたる審議会や中間取りまとめ，最終答

申などの機会，また，それらを受けた市政方針，

新景観政策素案の発表の際には，各社の取り上

げ方に差はあるものの，その内容や論点を要約

し，若干のコメントを加えた記事となっている。パ

ブリックコメントでは，最初の説明会の機会をとら

え，白熱した議論の様子を伝えている。この他，

都市計画審議会や美観風致審議会など政策決

定に関係する審議会の審議状況も伝えている。 

 

 特に，市が新景観政策素案を発表した翌日の 11

月 25 日の記事では，内容を伝える記事のほか，

「京の空広がるか 高さ規制強化『手遅れの前

に』 マンション住民『住めなくなる』 『あまりに

急』波紋呼ぶ』」「京都の街が変わる 点滅照明・

屋上広告ダメ 眺望も規制強化」(朝日)，「屋上

看板 点滅広告 京都市全域で追放 景観保護

へ全国初 高さ規制も強化」(読売)など，各紙が

その内容を大きく取り上げ，この素案発表後の最

初の説明会(12/7)の様子を，「『保証を』『なぜ急

ぐ』」(朝日)，「『財産権の保障を』 参加者に不満

や怒り」(毎日)，「『規制実施早すぎる』 批判や

質問相次ぐ」(読売)などと報じている。 

 また，1 月 30 日の臨時記者会見で市長が示した

最終案については，問題意識６で述べるものや，

「京都市，屋上広告を禁止 景観条例案，市議

会に提出へ」(日経)，「京都市高さ規制『不適格』

建て替え融資 1世帯700万円上限 分譲マンシ

ョン」(朝日)など，内容を詳細に伝えている。 

 ２つ目は，京都市会での議論や各会派の姿勢な

どを伝えるものである。平成 18 年 11 月市会と 19

年 2 月市会の記事が中心であり，その詳しい内

容は問題意識５で見ることとする。 

 

【記事４】〈2006.11.25 読売〉 

   

【記事５】〈2006.11.30 京都〉 

   

問題意識４ マスコミは何をどのように伝えたか？ 

 

・景観政策の伝え方 

・2007.2.15 京都新聞による世論調査の結果記事 

・特例をめぐる議論（高さの特例，地区計画による適用除外） 

・【表－2】 新景観政策実施後の記事 
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 ３つ目は，利害関係のある市民や業界団体の行

動を伝えるものである。様々な団体等が行う集会

や要望が行われた際にはその様子が報じられて

いる。ステークホルダーの主張については問題

意識３で詳しく述べたところであり，主なものとし

て，マンションの建て替え問題を中心に据えた高

さ規制反対などの意見，広告規制に対する慎重

意見，不動産や建設に対する経済的影響を懸

念する意見，速やかな実施を求める意見，拙速

な判断を避け周知や議論に十分な時間を確保

することを求める意見 などに大別できる。中でも，

「暮らしやすい京都の住環境を考える会」や府広

告美術協同組合，府建設業協会京都支部，府

宅地建物取引業協会，全日本不動産協会京都

府本部の有志が呼びかけた 3月1 日の市役所前

抗議集会（約 300 人参加）については，写真入り

で大きく報じられた。 

 経済団体では 1 月 23 日に行われた京都商工会

議所村田会頭の賛意を示す会見が，また大学関

係では市内の 6 私大が 3 月 9 日に配慮の要請を

行ったことが報じられている。この他，以前に古

都税問題で対立した仏教会関係では，2月 15 日

に大徳寺が賛意の激励文を市長に手渡したこと

も伝えている。 

 

 そして４つ目は，マスコミ各社が独自に集めた情

報をもとに記事を構成するもので，この中には論

評記事(【表－4】)も含まれる。 

 これらの記事の中で，2007(平成 19)年 2 月 15 日

の京都新聞による世論調査結果の記事は，政策

決定過程で大きな影響を与えたものとして特筆

すべきものであった。 

 この記事は，「京都市新景観政策 規制強化 賛

成 8 割超 本社世論調査 概要『知らない』半数 

『経済沈滞』反対意見も 市民に説明徹底を」と

いう見出しで報じられた。詳細記事では，「本社

世論調査 保全への意識高く 認識 現状に 4

割危機感 認知度 市民へ浸透不十分 賛否 

唐突，説明不足の声も 市中心部，やや反対多

く 眺望 景勝地に愛着 30 代は町家・路地」と

なっている。また，同日の記事では「新景観政策

世論調査 賛成多数も波高し？ 京都市『勇気

に』 市議会『驚き』 不動産関係者ら『十分な議

論必要』」とも伝えている。

 

 これについて京極迪宏氏は，2 月 25 日の「私の

京都新聞評」(京都)で，「賢明な京都市民が景観

保全・再生を真摯に願っている結果だが，数字

は予想を大きく超えている。まさに景観破壊が深

刻である証しだ。」「市はこれを臆することなく，過

去の開発活性化一辺倒の姿勢を十分反省した

上で，市民とともに新政策を積極的に推し進めて

いけばよい。」と述べている。  

 景観関係条例や都市計画などの制度が整った 4

月以降は，「京都の景観条例 課題・取り組み提

【記事６】〈2007.2.17 朝日〉 

   

【記事７】〈2007.2.15 京都〉 

 



13 
 

言 下京でシンポ 高さ規制や減築など」(4.15読

売)，「まちづくりで議論 新景観政策は市民力の

たまもの」(4.15 毎日)や「住まいマンション何でも

相談 新築の新基準変更どう対応？」(5.27 京都)

などの 9 月の制度実施に向けたまちの様子や，

景観デザイン協議会の設置，景観政策アドバイ

ザー制度の創設など市の新規施策を報道してい

る。 

 新景観政策スタート後は，問題意識７で述べる

経済への影響のほか，高さ特例の第 1 号に関心

が移っている。

 

 まず，10 月 15 日に初めて開催された景観審査

会の審議について，「高さ緩和特例を審議 優れ

た意匠対象 審議会初会合」(京都)と伝え，続い

て翌年 1 月 17 日には「京大新病棟着工遅れ 高

さ規制抵触 新景観政策『特例第一号』焦点」

(京都)と報じている。 

 特例制度については，2008(平成 20)年 3 月 7 日

に「高さ制限例外 見直し求める 京都弁護士会

意見書」(京都)がある中，同日の景観審議会で

京大病院の特例適用が承認され，「京の景観 

初の高さ『特例』 公益性重視の判断 京大病棟

『機能面と両立』 『今後もチェックが必要』」(朝

日)など各社一斉に第一号を報じている。中には，

「景観理念どう継承 京都の高さ規制 市長『特

例』容認 施行半年マンションなど認めず 景観

政策 不動産，市外シフトも 進む看板撤去，地

元に影響」(日経)などと特例第一号にあわせてス

タート後の状況も伝えている。なお，京大病院の

景観審査会の承認は，4 月 23 日に答申という形

でなされ，それが記事となっている。また，特例

許可を受けた京大病院は2010(平成22)年5月に

完成し，「京大新病棟が完成 高さ規制京都市

特例第 1 号 ひさし屋根 東山の景観配慮」(京

都)と伝えられた。 

 また，地区計画制度による高さ規制適用除外の

第一号は京都会館の建て替えである。高さの特

例許可は建築物の計画に対して特例的に許可

するものだが，地区計画による適用除外は，地

区計画で高さ制限を別途決めた場合は高度地

区の高さ制限を適用しないというもので，京都会

館の建て替えでは，京都会館の建物だけでなく，

岡崎地区の高さ制限を地区計画で変更するとい

う内容だった。 

 これについて，まず，2011(平成 23)年 2 月 18 日

に「景観と機能 両立が鍵 新・京都会館高さネ

ック 規制は 15 ㍍」(京都)と報じられた。その後 5

月 23 日には「京都会館にオペラ誘致 ホール建

て替え案有力 再整備計画案，高さ規制緩和を

検討」，「高さ規制見直し案，文化機能特化 京

都会館，京都市美術館など 5 施設 京都市民意

見募る」(7/22)，「高さ規制緩和，6 割超が賛同 

岡崎活性化，京都市素案 市民意見集計 4 分の

1 反対」(9/9)，「高さ緩和に懸念相次ぐ 京都会

館再整備 専門家委が初会合」(11/5)（いずれも

京都）と続く。2012(平成 24)年 1 月 20 日には都

市計画審議会が開催され，翌日の京都新聞に

は「高さ規制緩和を決定 岡崎地域，京都会館

再整備へ」と伝えられた。 

 京都会館は，京大病院と違い，その建物価値を

巡っての議論はあったが，岡崎地区の将来ビジ

ョンに対する議論であり，そのビジョンに対して高

さ規制のあり方を再度議論する機会となったので

ある。 

【記事８】〈2008.3.8 朝日〉 
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